
子どもの運動不足の解消のための運動機会創出プラン 

アクティブ・チャイルド・プログラム（ACP）を活用した運動遊び促進事業 

都道府県体育・スポーツ協会委託事業（静岡県） 留意事項 

 

◇事業実施 

新型コロナウイルス感染症対策については、日本スポーツ協会作成の感染拡大予防の

ガイドラインを参考に十分な対策を講じていただきますようお願いいたします。 

 

◇委託実施期間 

 令和２年７月１日（水）～12月 31日（木）としておりますが、静岡県スポーツ協

会にて書類を取りまとめた後に日本スポーツ協会へ提出をすることから、事業の実施は

12月 20日前後を目途に終了いただきますようご協力ください。実施報告書等の提出

は、事業実施後１ヶ月以内または令和３年１月４日（木）のいずれか早い時期とします。 

 

◇対象者 

  静岡県内の子ども（幼児・小学生）をメインとします。 

・日常的にスポーツを行う場を持たない子どもたちが、身体を動かすことの楽しさ 

を体験する機会を提供することが目的の事業のため、参加対象者は「○○クラブ 

会員」や「〇〇少年団団員」のように特定の対象者に限定せず、地域から幅広く 

参加者を呼び掛けること。 

・障がいのある方も参加できるよう積極的な声掛けをお願いします。 

  ・大人も含んだ事業形態も可とする。ただし、参加者が大人のみとならないように 

する。 

 

◇委託金の経理処理等 

・委託契約期間内であれば対象経費となる物品をインターネットにより購入する 

ことも可。その場合、領収書等の証憑書類を揃える。 

 

◇開催要項、資料や看板等の作成 

・「スポーツ庁国庫補助事業」との記載をお願いします。 

 

◇実施報告 

・事業当日の様子が分かる写真を２～３枚ご提出ください。提出方法は A４サイ 

ズの用紙に印刷もしくは貼り付けてご提出ください。 

 


